
　(指摘事項が有る場合)

（許可書写し）指定工事店 ← 水道局

（メーター貸与の日から、使用［課金］開始　【工事引渡前の請求先確認】）

【工事引渡後、申請者へ課金されることの説明・確認】

　　　　

手直し 再検査

（※）　関係機関　：　
・河川敷、軌道用地等で工事を行なう場合は各管理者
・地下埋設物が設置されている付近で工事を行なう場合は各地下埋設物管理者
・申込者以外の私有地において掘削、水道管布設工事を行なう場合は当該土地所有者
・隣接して施工がある場合は、隣接工事関係者
・その他必要となる関係者

【　給水装置工事　手続きフロー　】　　　

御所市水道局

(指摘事項が無い場合)

給水装置指定工事店

分担金等
納付通知書発行

申込者（お客様）

道路使用許可受理

工事依頼 給水装置工事申込書作成

指摘事項の改善

工事申込 仮受付・設計審査

本受付（受付印）

工事着手
（メーター及びBOX貸与）

水道の使用開始

工事引渡し

給水装置工事完了

(道路掘削や占用を伴わない場合)

検査

関係機関（※）
と調整

道路占用許可申請
（道路工事に伴う通行禁止申請）

警察署 道路管理者

道路占用許可書受理

不合格

道路使用許可申請

合格（検査済印）

　(道路掘削や占用を伴う場合)分担金等入金確認（承認印）

  完了報告（完了後早急に電話連絡すること）

水道局

再提出

分担金等納付


